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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２８年８月１８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２７年７月２７日 ０２時００分ごろ 

発生場所 北海道余市
よ い ち

町余市港 

 余市港北防波堤灯台から真方位１５８°１,４２０ｍ付近 

 （概位 北緯４３°１２.０′ 東経１４０°４７.３′） 

事故の概要  遊漁船シーランチは、南進中、岩場に乗り揚げた。 

 シーランチは、釣り客１人が負傷し、球状船首部に欠損等を生じ

た。 

事故調査の経過  平成２７年１２月７日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

遊漁船 シーランチ、１９トン 

 ２００－２８１６１北海道、株式会社ブルス 

 １６.６０ｍ（Lr）×４.２３ｍ×１.８６ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、６１７.８０kＷ、昭和５５年１２月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５４歳 

 一級小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成１９年６月２１日 

  免許証交付日 平成２２年１２月９日 

         （平成２７年１２月８日まで有効） 

 死傷者等 軽傷 １人（釣り客Ａ） 

 損傷 球状船首部に欠損等 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 高潮時 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、釣り客１４人を乗せ、平成２７年

７月２６日１７時００分ごろ余市港を出港し、北海道古平
ふるびら

町丸山岬北

東方沖６海里（Ｍ）付近の釣り場で釣りを行い、２７日０１時００分

ごろ釣りを終えて同港に向けて帰途についた。 

 本船は、船長が、操舵室左舷側で背もたれのある椅子に腰を掛けて

単独で操船に当たり、約１０.３ノットの対地速力で自動操舵により

南南東進した。 

 船長は、それまで眠気を感じていなかったが、０１時４０分ごろ余
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市港北方沖３Ｍ付近で針路を同港に向けた後、レーダーを操作した記

憶があるものの、椅子の背もたれに寄り掛かって南進中、いつしか居

眠りに陥った。 

 本船は、同じ針路及び速力で航行を続け、０２時００分ごろ余市港

内の岩場に乗り揚げた。 

 船長は、衝撃で目を覚まして釣り客及び本船の状況を確認し、自力

で離礁できなかったので知人の漁業者に携帯電話で救助を依頼した。 

 釣り客１４人は、連絡を受けて来援した僚船に移乗して余市港に搬

送され、また、本船は、別の僚船に引き下ろされた後、自力で航行し

て余市港に戻った。 

 釣り客の１人（以下「釣り客Ａ」という。）は、本事故直後から痛

みを感じており、後日、受診したところ、腰椎捻挫及び右臀
でん

部打撲傷

と診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項  本船は、出港時の喫水が、船首約０.８ｍ、船尾約１.９ｍであっ

た。 

 本船は、ふだん、１日１回の運航を基本としていたが、繁忙期には

１日２回運航することもあった。 

 船長は、７月２５日１７時ごろから２６日１３時ごろにかけて、２

回の運航を行っており、本事故当時、疲労を感じていた。 

 船長は、ふだん、睡眠時間が約６時間であったが、出港する前の２

４時間の睡眠時間は約３時間で、出港後も睡眠をとっておらず、十分

な休息がとれていなかったと本事故後に思った。 

 船長は、椅子に腰を掛けて背もたれに寄り掛かったとき、周囲に他

船を見掛けなかったので、緊張感が緩んだと本事故後に思った。 

 釣り客Ａは、本事故時、前部甲板でクーラーボックスにまたがって

仮眠していた。 

 釣り客は、全員、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、余市港に向けて自動操舵で南進中、単独で操船中の船長が

居眠りに陥ったことから、余市港内の岩場に乗り揚げたものと考えら

れる。 

 船長は、出港する前の２４時間において約３時間の睡眠であったこ

と、出港後に睡眠をとらなかったこと、自動操舵で航行していたこ

と、椅子に腰を掛けて背もたれに寄り掛かった姿勢をとり続けたこ

と、疲れを感じていたこと及び周囲に他船を見掛けず緊張感が緩んだ

ことから、居眠りに陥ったものと考えられる。 
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原因  本事故は、夜間、本船が、余市港に向けて自動操舵で南進中、単独

で操船中の船長が居眠りに陥ったため、余市港内の岩場に乗り揚げた

ことにより発生したものと考えられる。 

参考 

 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船舶の運航に当たっては、適切な健康管理を心掛けること。 

・操船中は、楽な姿勢を続けず、手動操舵で操船したり、外気に当

たるなどして居眠り防止を図ること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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